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第６章 雨水浸透能力の回復に向けた取組の推進について 

 

第４章２のとおり、川崎市の水循環が損なわれている要因は、近年の宅地化

等土地利用の変化に伴い、以前と比較し雨水浸透機能が大きく低下し、湧水の

枯渇や河川流量の減少が進行してきたことなどにある。 

第５章２（１）に示した「水量に関する方策」に加え、あらゆる機会を捉え、

豊かな発想のもと、新たな施策を検討するとともに、雨水浸透機能の回復に向

けた取組を推進することが望まれる。 

そこで、雨水浸透面積の現状、雨水浸透に関する取組状況を確認した上で、

他都市の取組状況及び成功事例を調査し、より実効性が高く比較的短期間に導

入可能な具体的施策の検討を行う。 

 

１ 川崎市の雨水浸透面積の現状 

市では、土地利用面積の推移（図 36）より算出した 2009（平成 21）年時点

の川崎市全域の雨水浸透面積は、1975（昭和 50）年時点と比較し約６割程度ま

で減少している（図 37）。宅地化等により、田畑、山林・原野が減少し、面積

あたりの雨水浸透能の小さい宅地が増加していることが主な要因である。 

 

 

図 36 川崎市の土地利用面積の推移 

 

出典：「平成22年度　事業概要－緑編－」から作成
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図 37 川崎市全域の雨水浸透面積の推移 
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　　　敷地面積　×　{１－(流出係数)}
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出典：「平成22年度　事業概要－緑編－」から作成
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２ 川崎市の取組状況 

  川崎市のように都市化が進んだ地域では、雨水浸透機能を回復するために

は一般的に次の３つの方策が有効と考えられ、それらに関する取組状況の検

討を行った。 

 

 
 

①について、2008（平成 20）年に改定した「川崎市緑の基本計画」では、

多摩川の保全と活用、多摩丘陵に広がる緑地の保全等、川崎の特徴を最大限

引き出しながら有効活用を図り、次世代に引き継ぐための「緑の将来像」を

描いた概ね 10 年の取り組むべき方向性が示しており、市民・事業者・行政が

協働し、緑地の保全等に関する取組を総合的かつ積極的に推進している  

（図 38）。 

 

 
図 38 「川崎市緑の基本計画」の基本方針 

○基本方針１

協働により緑を守り育む持続可能な仕組みの構築
　市民・事業者・NPO等との協働と連携を充実させ、緑地保全活動や緑化活

動への市民参加等を促進し、花と緑あふれるまちづくりに向けた持続可能な
協働の仕組みを構築します。

○基本方針２

地球環境に配慮したみどり軸の保全と創出
　多摩丘陵、多摩川崖線の緑地、多摩川、臨海部の運河は、川崎市の骨格

を形成し、市域を特徴づける重要な自然的環境資源であることから、これら
の緑のつながりを「みどり軸」と設定し、地球環境と重なり合わせながら次世

代に引き継ぐべき財産として、保全、創出、育成に努めます。

○基本方針３

多様なみどり拠点による風格のある都市の形成
　都市の緑として、多様な機能を持った大規模な公園緑地等（28拠点）、都市

拠点の緑（9地区）、緑と農の3大拠点（黒川・岡上・早野）、農と緑のふれあい

拠点（久末）を「みどりの拠点」と設定し、その整備、保全、機能の充実等を進

め、多彩な顔を持った風格のある緑のまちづくりの推進に努めます。

○基本方針４

緑と水のネットワークによる身近な緑とふれあう機会の創出
　地域ニーズや地域特性を踏まえて、市域を5つのエリアに区分し、みどり、

みどり拠点、地域環境資源等を基軸にしながら、地域緑化の促進と身近な緑

の保全により緑と水のネットワーク形成の充実に努めます。また、少子高齢
社会に備えた公園緑地の維持管理の向上など生活空間における緑の質の

向上に取り組みます。

○基本方針５

かわさき緑の市民文化の育みと地球環境都市への飛躍
　市民の健康づくりやいきがいの場として、保全・創出された緑にふれあえる

機会を増やし、地域間交流を促進することで身近な自然や農への関心を高

めます。こうした取り組みにより緑による市民文化を育くみ、地球環境都市へ

の飛躍を目指します

緑を活かすマンパワーはつらつプロジェクト
　　●様々な主体との協働による緑のまちづくりの促進
　　●緑の協働への支援の充実

　　●協働により緑を「守り・育む」仕組みの充実

［多摩丘陵軸］多摩丘陵・緑をつなぐプロジェクト
　　●まとまりのある樹林地と農地の保全
　　●市民が緑と農にふれあえる場づくり

　　●広域連携による多摩丘陵の緑の保全と活用の検討

［多摩川崖線軸］多摩川崖線・緑をつなぐプロジェクト
　　●多摩川崖線軸の骨格を形成する樹林地の保全

　　●軸をつなげる緑化の推進

　　●市民との協働による緑地管理の推進

［多摩川軸］多摩川を活かす緑のまちづくりプロジェクト
　　●総合的な多摩川の保全と活用の推進

　　●多摩川と市街地の緑と水のネットワーク形成

　　●多摩川と一体となった都市景観の向上

　　●多摩川の自然環境の保全

［東京湾軸］緑と海の地球環境向上プロジェクト
　　●港にみどりの拠点を創出する

　　●千鳥町公共埠頭の再整備による緑の創出

　　●臨海部における先導的な緑と水のまちなみ形成

［緑の拠点］人と緑をつなぐふれあい拠点形成プロジェクト
　　●大規模公園の整備と管理運営の充実

　　●地域の核となる地区公園等の機能の充実
　　●港湾緑地の整備推進

　　●緑豊かな市民利用施設の機能充実

［緑と農の3大拠点］里地・里山みらい継承プロジェクト
　　●「農ある風景」の保全

［農と緑のふれあい拠点］農と緑のふれあい発信プロジェクト
　　●台地に広がる農地と樹林地の一体的な保全

　　●地域住民や学校等との連携による農業理解の促進

［緑の都市拠点］都市拠点・グリーンアッププロジェクト
　　●緑化推進重点地区（候補地）における緑化推進

　［緑と農の田園環境形成エリア］・［緑豊かな丘陵地環境形成エリア］・

　［緑と水に育まれる環境形成エリア］・［緑を実感し風格ある川崎の顔づくりエリア］

緑と水のローカルネットワーク形成プロジェクト
　　●緑と水のローカルネットワークの形成

　　●緑の質の向上による快適な生活空間の実現
　[緑と港が調和した臨海部エリア]

かわさき臨海の森づくり・地球環境創造プロジェクト
　　●「かわさき臨海の森づくり」の促進

　　●内奥運河周辺地域における緑の質の向上

緑と市民文化育みプロジェクト
　　●かわさき緑の市民文化を育む
　　●多様な地域における人の交流

　　●地球環境都市への貢献

「

１

３

２

の

主

な

取

り

組

み

」

区分

1 緑のステークホルダーの参加の促進

2 緑のボランティア活動の推進

3 緑のボランティアの育成の推進

4 緑のボランティアセンター機能の充実

5 樹林地の保全

6 保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み

7 地域に残された身近な緑の継承

8 様々な施策による緑地の保全

9 新たな緑地保全施策に向けた検討

10 開発事業者等における緑地の保全と創出

11 川崎ふるさとの小径（遊歩道）の設定

12 関係自治体との広域連携の推進

13 農地の保全と活用

14 農を知る機会と参加する仕組みの充実

15 道路の緑化推進

16 街路樹の適切な管理の推進

17 河川の環境整備の推進

18 公共公益施設の緑化推進

19 緑化推進重点地区（候補地）における緑化推進

20 多様な手法による緑化推進

21 緑化助成制度の普及と充実

22 事業所緑化の促進

23 大規模公園緑地の整備推進

24 身近な公園の整備促進

25 多様な手法による公園緑地の整備推進

26 リフレッシュパーク事業の推進

27 公園緑地の維持管理の充実

28 多様な手法による公園緑地の管理運営

29 公園緑地の活性化の推進

30 多摩川プランの推進

31 多摩川エコミュージアムプランの推進

32 多摩川緑地の整備と維持管理の充実

33 多摩川河口干潟の保全

34 川崎港千鳥町再整備計画に合わせた緑地空間の確保と充実

35 臨海部都市拠点の土地利用再編機会を捉えた緑と水のまちなみ形成

36 「（仮称）かわさき臨海の森づくり」の促進

37 臨海部における緑のストックの活用

38 港湾緑地の整備推進

39 新たな緑地の創出

40 環境学習の推進

41 普及啓発活動の推進

42 市民による緑化活動の推進

43 緑の地域リーダーの参画機会の充実

44 緑の情報発信の推進

45 緑の取り組みに対する表彰等の充実

46 緑の交流の場づくり

47 緑のストックのPRと活用の促進

48 緑の調査研究

49 緑のリサイクルの推進

緑の景観形成に

関する施策
50 景観計画と連携した緑の施策推進

臨海部

に関する施策

緑の普及啓発

に関する施策

５
０
の
基
本
施
策

緑化の推進

に関する施策

公園緑地の整備

に関する施策

公園緑地の管理運営に

関する施策

多摩川の保全と活用に

関する施策

基　　本　　施　　策

緑の協働

に関する施策

緑地保全

に関する施策

農地の保全

に関する施策

① 緑地の保全

② 身近な緑への散水を目的とする雨水貯留槽の設置

③ 雨水浸透施設の設置（透水性舗装、浸透性緑地、雨水浸透機能付貯留施設、雨水浸透ます等）
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②については、庭先の植物への水やりや打ち水など、貴重な水資源である

雨水の有効活用等を目的として、2011（平成23）年度より雨水貯留槽設置助

成事業を開始し、その普及促進を図っている。  
③については、表５のとおり、公共事業及び大規模な民間事業では、地下

水保全計画、特定都市河川浸水被害対策法等に基づき、雨水浸透施設の設置

促進を図っている。 

一方、個人住宅の建設をはじめとする小規模な民間事業では、雨水浸透施

設の設置については、具体的な制度が十分に整備されておらず、その実効性

が乏しい状況にある。 

そのため、小規模な民間事業に係る雨水浸透施設設置に関する具体的な取

組を推進することにより、雨水浸透機能の回復が期待できるものと考える。 

 

 

表５ 川崎市の雨水浸透施設設置に関する制度等 

 

 

  雨水浸透施設には、透水性舗装、浸透性緑地、雨水浸透機能付貯留施設、

雨水浸透ます等がある。通常、大規模事業は、事業敷地が広いため、透水性

舗装、浸透性緑地、雨水浸透機能付貯留施設等の設置が可能であり、雨水浸

透機能回復に高い効果が見込める。小規模事業は、事業敷地が狭く、舗装や

緑地の面積を広く確保できないため、雨水浸透ますの設置等が有効である。 

他都市でも、小規模な民間事業には、雨水浸透機能回復を目的として雨水

浸透ます設置を推奨している事例があり、次節以降で取組状況を紹介する。 

 

・ 環境基本計画 ・ 特定都市河川浸水被害対策法　　　

・ 地下水保全計画 ・ 雨水流出抑制施設設置技術指針

・ 特定都市河川浸水被害対策法　　　 ・ 総合調整条例

・ 雨水流出抑制施設設置技術指針 ほか

ほか

・ ・ ・

・

・ ・

■雨水貯留施設の指導件数 16件 ■雨水貯留施設の指導件数 871件

■透水性舗装 131,103㎡ ■透水性舗装 170,201㎡

■雨水浸透ます 162基 ■浸透性緑地 129,311㎡

※ ※

出典：「2003～2009年度環境基本計画年次報告書」他から作成

×

公共事業

○

学校、福祉施設、歩道、駐車場等の新設、改築時に雨水

浸透施設設置を推進している。

事業面積が1,000㎡以上の開発行為及び建築行為で

は、雨水浸透施設の設置を含めた雨水流出抑制施設設

置の協議が必要となる。

○

大規模(事業面積が500㎡以上)

民間事業

小規模(個人住宅等)

雨水浸透施設設置を促進する制度がなく、設置は進んで

いない。

状　　　況

備　　　考

「雨水流出抑制施設設置技術指針」に基づく雨水貯留施

設の指導、透水性舗装、雨水浸透ますの設置実績があ

る。

事業面積が500㎡以上の開発行為及び建築行為では、

総合調整条例により、事業者に対し要望書、意見書を提

出できる体制が整備されている。

区　　　分

名称

「宅地造成等規制法」の適用に該当する場合、雨水浸透

施設設置は認めていない。

「宅地造成等規制法」の適用に該当する場合、雨水浸透

施設設置は認めていない。

「雨水流出抑制施設設置技術指針」に基づく雨水貯留施

設の指導、透水性舗装、浸透性緑地の設置実績がある。

雨水浸透施設
設置に関する
制度等
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３ 他都市の取組状況 

近隣都市における小規模な民間事業を対象とした雨水浸透施設設置に関す

る具体的な取組状況を調査した。 

その結果、多くの都市では、雨水浸透機能の回復を目的とした条例や要綱

の制定（指導体制の整備）、助成金の交付を行う（助成制度の実施）など、積

極的な取組を推進している（図 40、表６）。 

 

 

※ 雨水浸透ますとは、 

地表に降り注いだ雨水をますの中で一時的に貯蓄し、徐々に地中へと浸透さ

せる機能を持つますのこと（図 39）。 

 

 

 

図 39 雨水浸透ますのイメージ 
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図 40 雨水浸透施設設置推進制度の整備状況（近隣都市） 

 

 

 

表６ 雨水浸透施設設置に関する諸制度整備状況 

 

 

・新宿区 ・世田谷区

・あきる野市 ・大田区

・小金井市 ・渋谷区

・調布市 ・立川市

・府中市 など、計３１自治体 ・狛江市 など、計２９自治体

・横浜市 ・相模原市

・厚木市 ・秦野市

・平塚市 など、計９自治体 ・座間市 など、計５自治体

・千葉市 ・船橋市

・市川市 など、計７自治体 ・柏市 など、計７自治体

・川口市 ・川越市

・所沢市 など、計５自治体 ・狭山市 など、計５自治体

助　成　制　度

雨水浸透施設（雨水浸透ます等）設置に関する諸制度整備状況

埼玉県

条 例 及 び 要 綱
（ 指 導 体 制 ）

自治体名

千葉県

東京都

神奈川県

－　凡　　例　－

：指導体制と助成制度

：川崎市(制度なし)

：指導体制のみ(助成制度なし)
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４ 他都市の成功事例 

雨水浸透施設の設置を推進する都市として、水循環系の健全化に寄与する

諸活動を評価した「日本水大賞」を受賞した経歴を有する、東京都小金井市

及び千葉県市川市の取組状況を調査した。その結果は、次のとおりである。 

 

《東京都小金井市》 

 

【取組の背景】 

昭和 30 年中頃から宅地造成、道路・公共下水道整備等による急激な都市

化により、農地・緑地の減少、野川の枯渇・氾濫、湧水の減少など、自然

環境が悪化 

 

【主な取組】 

①雨水浸透施設の技術指導基準（設置基準）を策定 

 

②建物の新築・増改築の際に排水設備を施工する市内の指定下水工事店に

対し、取組の必要性を呼びかけ、協力体制を構築 

 

③小金井市の地下水及び湧水を保全する条例（2004（平成 16）年制定）に

おいて、建築物の新築又は増改築等の際、施工主に対し雨水浸透施設の

技術指導基準による雨水浸透施設の設置について協力を求める旨を規定

（既存の建築物についても同様）するなどにより、行政の指導体制を構

築 

 

④雨水浸透ますに関する講習会開催等の普及啓発の実施 

  

【取組結果】 

雨水浸透施設の市内設置率：53.4％（2010（平成 22）年３月現在） 

 

《千葉県市川市》 

 

【取組の背景】 

①昭和 40 年代からの急激な都市化の進展に伴い、地表が屋根やアスファル

ト舗装などに覆われ、雨水が地下へ浸透しにくくなったことから、良好

な水循環が阻害され、地下水の減少により、かつては 200 箇所以上確認

できた湧水も最近の調査では 34 箇所までに激減 
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②豪雨時には短時間に雨水が低地に集中する都市型水害が頻発 

 

③雨水浸透施設の設置にあたり助成金制度を設けたが、助成金制度という

任意制度であったため、大規模開発以外の一般住宅では未普及 

 

【主な取組】 

①雨水浸透を図るため、市の責務、市民の責務などを定めた条例を制定 

 

②地質調査や浸透実験の結果に基づき、十分な浸透能力が期待できる地域

（市域面積の約４割）を浸透適地に指定 

 

③雨水浸透適地内での建築行為（新築・増築等）の際、雨水排水計画の届

出を義務付け 

 

【取組結果】 

条例制定後、新たに約 5,600 基の雨水浸透ますが設置（2009（平成 21）年

３月現在） 

 

５ 川崎市における今後の取組の方向性 

これら近隣都市の取組状況、２つの都市の成功事例を踏まえ、川崎市にお

いては、次のような取組の実施を検討すべきである。なお、雨水浸透施設の

設置が適切な地域の選定にあたっては、浸透効果や災害誘発防止の観点から、

地形、地質、地下水状況や関係法令等（急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律、川崎市排水設備技術基準）を参考にすべきである。 

 

 ・家屋等の建築等の際に雨水浸透施設の設置に関する指導体制の整備 

（条例・要綱に基づく事前届出制度の導入など） 

 

 ・雨水浸透施設の設置に関する助成制度の構築 

 

 ・雨水浸透施設設置基準の設定 

 

 ・雨水浸透施設の設置が適切な地域（丘陵部など）の明確化 

 

 ・雨水浸透施設の関する講習会開催、環境教育・学習の実施等による普及 

啓発 
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６ 取組の有効性を示す指標 

第３章２で確認した平瀬川流域における予測シミュレーションでは、1976

（昭和 51）年時点の平常時の河川流量は 0.38  /ｓ、下水道の普及率が 99.8％

に達した 2006（平成 18）年では 0.31  /ｓ、さらに 2030（平成 42）年にお

ける将来の予想流量は 0.29  /ｓであった。その結果から、平瀬川が本来有

する平常時の河川流量を 1976（昭和 51）年時点と仮定した場合、2006（平成

18）年との比較では 0.07  /ｓ、2030（平成 42）年との比較では 0.09  /ｓ

減少することとなる。 

このような予測のもと、平瀬川流域あるいはそれ以外の河川流域において

も、環境基本計画に定める「現在の流量の維持」の達成をめざすべきである。 

そのためには、雨水浸透施設の普及に係る各取組を着実に推進し、さらに

将来的には、本来有する水循環の確保をめざすべきである。 

また、予測シミュレーションの計算方法を活用し、雨水浸透施設の普及に

係る取組の有効性を示す指標を作成したので参考とされたい。 

 

 

■雨水浸透施設の普及に係る各取組の有効性を示す指標 

 シミュレーションの結果、2030（平成 42）年の平瀬川の平年流量は 0.29  /ｓで

あり、2006（平成 18）年時点の 0.31  /ｓと比較した場合、「現在の流量の維持」

の観点から 0.02  /ｓ不足すると推定された。 

現在の流量の維持に相当する雨水浸透ますの設置数については、表７のとおりで

ある。 

  

 

表７ 2006 年時点の河川流量維持に相当する 

雨水浸透ますの設置数（平瀬川） 

 

 

 

 

 

 

 

単位設計
浸透量

能力
残存率

浸透強度 対策可能面積 流域面積 設置数

(m3/hr) (mm/hr) (m2) (ha) (基)

(d)＝(a)×(b)
÷(c)÷1,000

浸透ます 基 0.20 0.70 0.03 4,667 1,188.4 2,6000.5 × 1.0

(a) (c) (e) (e)÷(d)(b)

施設タイプ 単位

形状
（Ｗ×Ｈ）

(m)
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なお、この雨水浸透ますの設置数については、次のような考え方に基づき算出し

た（参考資料６参照）。 

 

① 不足する平常時の河川流量【Ａ】（地下水流出量【Ｂ】も同値）を地下水涵養量

【Ｃ】へ換算 

 

0.02  /ｓ → 74.3 ㎜/年 

 

② 地下水涵養量【Ｃ】を不浸透面積率【Ｄ】へ換算 

 

74.3 ㎜/年 → 2.39％ 

 

 

 

図 41 2006 年と 2030 年時点の水収支モデル（平瀬川流域） 
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【Ｂ】地下水流出量
　減少量　：　0.02 /s
※2006年から2030年までの
　減少量

【Ａ】平常時河川流量
2006年　：　0.31 /s
2030年　：　0.29 /s
　差　 　：　0.02 /s

【Ｃ】地下水涵養量
2006年　：　222.0㎜/年
2030年　：　147.7㎜/年
　　差　　：　74.3㎜/年

【Ｄ】不浸透面積率を
維持する対策が必要

【Ｄ】不浸透面積率
2006年　：　36.79％
2030年　：　39.18％
　　差　　：　2.39％


